
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
十
一
号

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
没
収
保
全
と
滞
納
処
分
と
の
手
続
の
調
整
に
関

す
る
政
令

内
閣
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
四
十
八
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
没
収
保
全
財
産
に
対
し
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
た
場
合
の
通
知
）

第
一
条
　
没
収
保
全
（
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
没
収
保
全
命
令
に
よ
る
処
分
の
禁
止
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
さ
れ
て
い
る
財
産
に
対

し
滞
納
処
分
（
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
滞
納
処
分
及
び
そ
の
例
に
よ
る
滞

納
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
差
押
え
を
し
た
と
き
は
、
徴
収
職
員
等
（
徴
収
職
員
、
徴
税
吏
員
そ
の

他
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
没
収
保
全
が
さ
れ
て
い
る
金
銭
債
権
（
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
を
い
う
。
）

に
対
し
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
九
年

高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
続
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年

高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
十

四
条
第
三
項
の
通
知
が
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
没
収
保
全
が
さ
れ
て
い
る
財
産
に
対
し
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
処
分
に
よ
る

差
押
え
を
解
除
し
た
と
き
は
、
徴
収
職
員
等
は
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
附
帯
保
全
命
令
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
保
全
命
令
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
処
分
の
禁
止
が
さ
れ
て
い
る
権
利
に
対
し
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
滞
納
処
分
に
係
る
財
産
に
つ
き
没
収
保
全
が
さ
れ
た
場
合
の
通
知
）

第
二
条
　
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
て
い
る
財
産
に
つ
い
て
没
収
保
全
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
処

分
に
よ
る
差
押
え
を
解
除
し
た
と
き
、
又
は
当
該
財
産
に
つ
き
滞
納
処
分
の
手
続
に
よ
り
換
価
若
し
く
は
取
立
て

を
し
た
と
き
は
、
徴
収
職
員
等
は
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
徴
収
職
員
等
は
、
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差

押
え
の
全
部
を
解
除
し
た
と
き
は
供
託
書
正
本
を
、
そ
の
一
部
を
解
除
し
た
と
き
は
供
託
書
正
本
の
保
管
を
証
す

る
書
面
を
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
没
収
保
全
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
が
さ
れ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
附
帯
保
全
命
令
に
よ
る
処
分
の

禁
止
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
没
収
保
全
と
滞
納
処
分
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
政
令
の
準
用
）

第
三
条
　
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第

四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
つ
い
て
は
、
没
収
保
全
と
滞
納
処
分
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
二

号
）
第
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
被
告
人
又
は
被
疑
者
」
と

あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条

第
十
号
に
規
定
す
る
没
収
刑
又
は
被
害
回
復
命
令
の
裁
判
を
受
け
る
べ
き
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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